
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  三浦 正臣   

 

１ 日 時 

   令和５年１１月２日（木）  午前１０時００分から 

                 午前１０時１３分まで 

 

２ 場 所 

   第３委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

   三浦正臣、後藤慎太郎、御手洗吉生、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、 

太田正美、木付親次、阿部英仁、福崎智幸、吉村尚久、高橋肇、二ノ宮健治、 

守永信幸、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

森誠一、麻生栄作 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   な し 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   な し 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

決算審査報告書の検討を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 

１０ 担当書記 

議事課委員会班 主任     松井みなみ 

   議事課委員会班 主幹（総括） 秋本昇二郎 

 

 

 



決算特別委員会次第  

 
日時：令和５年１１月２日（木）１０：００～ 

場所：第３委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 決算審査報告書検討 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

三浦委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。本日は、委員会審査報告書の検討を行

います｡ 

まず、報告書の検討に先立ち１６日の土木建

築部での部局別審査において、堤議員が要求さ

れたリフォーム支援の資料について配付したの

で報告します。 

また、１３日の企画振興部の審査において、

堤議員の新幹線の調査ルートに関する質疑に対

して、契約期間は１０月末までと執行部は答弁

しましたが、正しくは１１月末までとのことで、

この場を借りて訂正します。 

去る１６日に部局別審査が終了した際、委員

会審査報告書の案の作成について、私に御一任

いただいたので、副委員長と協議の上、審査報

告書案を作成しました。 

資料として、決算特別審査報告書案及び質疑

・要望取りまとめ一覧表を御用意しています。

質疑・要望とりまとめ一覧表は、報告書案を検

討する際の参考として、皆さんからの質疑、御

要望などをまとめたものです。審査報告書案の

作成にあたって、特に改善あるいは今後検討を

求める事項について、委員会運営要領の決算審

査の方針に沿って盛り込んだところです。 

それでは、審査報告書案の内容について、事

務局に説明させます。 

  〔事務局説明〕 

三浦委員長 以上で審査報告書案の説明は終わ

りました。 

この案について、意見等はありませんか。 

守永委員 ③財産引き渡し後の利活用に関する

補助金の交付についてですが、内容はこれでい

いと思うんですけど、３行目の事業者に対して

補助金返納の取組を継続するとともにという部

分は、既に売却された事業者の話であり、その

次の補助金の交付にあたっては、対象事業の将

来性、社会情勢等を慎重に考慮して実施するよ

う努められたいという部分は、これからの改善

策という意味なので、この事業者と切り離すべ

きであり、主語や目的語が曖昧になっていると

思います。その辺をもっと明確に表現していた

だきたいと思います。 

三浦委員長 ありがとうございました。ほかに

ありませんか。 

猿渡委員 ⑤医療、保育、介護従事者等の職場

環境の整備推進についてですが、ＩＣＴなど先

端技術の導入による職員の負担軽減とあります

が、やはりこの分野では賃金の問題が人材不足

に大きく影響していると思います。なので、本

格的な賃金アップについて、保育の場合は配置

基準の改善も重要になると思うので、さらに国

に働きかけていくことが大事であり、その点を

盛り込んでいただければと思います。 

三浦委員長 これは、令和４年度の大分県の決

算審査ですよね。国の要望等とはまたちょっと

異なってきますよね。 

猿渡委員 新年度に向けての内容も含まれてく

ると思うので、決算をどう新年度にいかすかと

いう観点から大分県独自で進められれば一番い

いのですが、国に向けての働きかけも重要かと

思います。 

三浦委員長 国に向けての働きかけは、決算と

してどうなんでしょうか。大分県の決算審査で

すから、切り離した方がいいんじゃないかと。 

佐藤議事課長 執行部の取組を促すためなので、

入れられないことはないですが、直接決算に関

係しないこともあり、委員の皆様の御判断によ

るとしか、私どもとしては答えられない状況で

す。 

三浦委員長 文言的に国に働きかけるというの

はどうなんですか。 

佐藤議事課長 表現の仕方については工夫が必

要になると思います。具体的にこういった表現

でというのは、知恵を出さないといけないので

今この場では、お答えしかねます。 

三浦委員長 分かりました。猿渡委員の言って

いることはとても理解できるので、文言につい

ては任せていただけますか。（「はい」と言う
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者あり） 

三浦委員長 ほかに御意見はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 ほかに御意見もないので、これで

審査報告書の検討を終わります。 

審査報告書の文面については、全体構成や個

別事項の内容、あるいは法令などの再確認が必

要な場合もあるかと思います。 

本日いただいた御意見の調整や欠席委員の御

意見等も踏まえ、委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいですか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 それではそのようにし、今後、副

委員長と準備を進めます。 

次回の委員会では、執行部の出席を求め、付

託された案件の採決を行った後、審査報告書に

ついてお諮りするのでよろしくお願いします。 

なお、決定後の審査報告書と質疑・要望とり

まとめ一覧表は、第４回定例会の決算認定後、

県議会ホームページで公開するので、御承知お

きください。 

この際、ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 それでは、次回の委員会は１１月

９日木曜日の午前１１時から、本会議場で開き

ます。 

以上をもって本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


